
 

 

 

１．概要 

○ 危険な分譲マンションの建替えの実施に当たっては、区分所有者の円滑な合意

形成が必要である。 

○ 合意形成に当たっては、専有面積、高層階か低層階かの違い等、各区分所有者

の有する専有部分の特性に応じて、建替え前後における資産評価をどうするかが課

題となる。 

○ このため、マンションの建替え前後の資産評価及び配分率設定について基本的

な考え方を示すガイドラインを策定し、建替えに向けた区分所有者間の円滑な合意

形成を促進する。 

 

２．ガイドラインの内容 

（１）各区分所有者の建替え前後の資産額の算出方法 

①従前資産額（建替前の資産額） 

・ 各区分所有者の従前資産額は、次の算式で算出する。 

各区分所有者の

従前資産額 
＝ 

マンション全体の建物敷地に係

る従前資産の時価 
× 配分率 

 

②従後資産額（建替後の資産額） 

・ 各区分所有者の従後資産額は、次の算式で算出する。 

各区分所有者の

従後資産額 
＝ マンション全体の床価額 × 配分率 

 

（２）従前資産及び従後資産の配分率の考え方 

①従前資産に係る配分方法 

・ 従前資産額を各区分所有者に配分する方法としては、共有持分比率（登記簿

上の共有持分比率を用いて配分）、分譲価額比率（当初分譲価額の比率によって

配分したもので、効用比率を反映したもの）等が考えられる。 

②従後資産に係る配分方法 

・ 従後資産額を各区分所有者に配分する方法としては、土地及び建物それぞれ

について、専有面積比率、効用比率（階層・位置等）で配分する方法が考えら

れる。 

* 効用比率の算出における格差要因としては以下のものが考えられる。 

 ・階層又は位置の違いによる日照、通風、眺望の程度 

・主たる居室の開口方位 

・専有面積の規模 

・開口形態（中間住戸、角住戸、二方開口等） 

・間取りの良否、階高、天井高の程度 

・バルコニー等の専用使用部分の有無、設置方位及びその規模   等 
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（別紙２）



（３）建替え前後の資産配分方法 

・ 従前資産と従後資産の配分方法の主な組み合わせとして、考えられるのは下表

の通りである。 

・ このうち、今回のケースに適用するのに最も合理的な方法としては、保留床へ

の適用の可能性、区分所有者の住戸位置の変更に伴う調整の可能性等を考慮す

ると、配分方法②が適当と考えられる。 

・ ただし、保留床を設けず、従前の建物と極めて類似した再建建物を建設する場

合においては配分方法①を適用することも考えられる。 

 配分方法① 配分方法② 配分方法③ 

従前資産 土地 
共有持分比率 

（専有面積比率）
分譲価額比率 

共有持分比率 

（専有面積比率）

土地 専有面積比率 効用比率 専有面積比率 
従後資産 

建物 専有面積比率 効用比率 効用比率 

 
 

（配分方法①） 

高層 高層

　　 　

低層 低層

土地 建物土地

 

※資産額を階層による効用比率を用い、配分する場合

（配分方法②） 

高層 高層

　 建物

低層 低層

土地 建物土地

（配分方法③） 

高層 高層

　 建物

低層 低層

建物土地土地

 
※ 本ガイドラインは、学者・有識者等から構成される「耐震偽装分譲マンション対策に

係る評価・費用負担等検討委員会」における検討結果の報告を踏まえて、国土交通省が

策定した。 
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